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環境資産づ くりと合意形成に関する

研究の展開

松 本 安 生

は じめ に

環境資産づ くりとは、地域における環境づ くりの実践的な活動であ り、

良好な環境の保全や創造のための活動やこれらの適正利用のための仕組み

づ くりなどである。

こうした環境資産づ くりの担い手は、従来の行政中心から、行政と市民

との協働へ と移行 しつつある。一方で、こうした担い手の変化が、環境資

産づ くりと合意形成に新たな課題を生 じさせているものと考えられる。

そこで、これまでの環境資産づ くりの研究事例を、合意形成という視点

から新たに見直 し、その到達点について明らかにした。また、これをもと

に今後の展開について考察 した。

1.環 境資産づ くりの手段 と主体

1.1環 境管理から環境資産づ くりへ

従来の公害対策基本法に代わり、1993年 に環境基本法が制定されたが、

これは環境政策におけるい くつかの質的な転換を意味するものであった。

その一つが、公害対策と呼ばれる環境汚染の防止や回復から、快適な環境
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づ くりを目指した環境の保全や創造への転換である。この背景には、事業

活動に伴う大規模な環境汚染である産業型公害に対 しては、規制や防除が

ある程度の成果をあげてきた一方で、身近な自然環境や生活環境の破壊な

どいわゆる都市生活型公害が進み、地域におけるアメニティ(快 適さ)の

確保が大きな課題 となってきたことがある。

1970年 代から一部の自治体では 「アメニティタウン計画」や 「地域環

境管理計画」などの名称で、快適な環境の保全や創出あるいはこれらの適

正な利用を目指 した環境管理計画の策定が行われた。 しかし、これらは法

的な根拠がない任意の計画であ り、その実効性に課題が残されていた。環

境基本法の制定と環境基本計画の策定は、こうした地域からの環境政策の

転換を、国を挙げて推進するものであ り、現在では全国の多 くの自治体で

環境基本条例の制定 と、環境基本計画の策定が行われている。

このような環境政策の転換のなかで 「環境管理」という用語は、人が環

境を支配的にコントロールするというイメージを持たれ、規制や防除を中

心とする環境政策と誤解されることもあったため、従来の意味では使われ

なくなっている。さらに、身近な環境がまちづ くりの重要な要素の0つ と

して積極的に活用されつつあることなどを考慮 し、本書では良好な環境の

保全や創造のための活動、これらの適正利用のための仕組みづ くりなど、

地域における環境づ くりの実践的な活動を 「環境資産づ くり」 と呼ぶこと

とする。

1.2環 境 資産 づ く りの手段

環境 資産づ くりを進 めるための具体 的な手段 には、ハ ー ドウェアづ くり、

ソ フ トウェアづ く り、ハ ー トウ ェアづ くり、 とい う3つ の側面 が あ るが、

なかで もハ ー ドウ ェアづ くりとソ フ トウェ アづ く りが中心 的 な手段 であ

る。
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まず、環境資産づ くりの物理的な側面 として、緑地の保全などのハー ド

ウェアづ くりがある。身近な緑地の保全や水辺空間の創出などは、自然の

浄化能力により人間活動からの環境負荷を低減させると同時に、地域の快

適性を左右する重要な要素となっている。

次に、環境資産づ くりの制度的な側面が、ソフ トウェアづ くりである。

自然環境の保全や再生などにより形成された物理的な環境資産 も、自由な

人間活動のもとでは多 くの場合には適正な利用を超えて、破壊が進むこと

になる。それは、これらの物理的な環境資産が消費の排除不可能性 と非競

合性という特徴 を持つからである。

消費の排除不可能性 とは、物理的な環境資産の利用に対 して代価を支払

わない人をその利用から排除することができない、あるいはそのために莫

大な費用がかかるという性質である。また消費の非競合性とは、物理的な

環境資産の利用をある人が増大させても、ほかの人の環境資産の利用を減

少させないという性質である。このため、物理的な環境資産は、自由な人

間活動のもとでは往々にして破壊が進むことになる。

こうしたことから、物理的な環境資産の利用を適正な範囲に抑えるため

には、人間活動の規制や誘導などの制度及び社会システムの構築が重要で

ある。これが環境資産づ くりにおけるソフ トウェアづ くりの側面である。

最後に、これらのハー ドウェアづ くり及びソフ トウェアづ くりの共通的

な基盤として、環境教育や普及啓発活動などの環境意識の向上を目指した

ハー トウェアづ くりが必要不可欠である。

なお、実際の環境政策ではこれら3つ の手段がいくつか組み合わされて

総合的に実施されている。

1.3環 境資産づ くりの主体

これらの環境資産づ くりの具体的手段 を実施する主体となるのは、これ



まで主 として行政であった。例えば、都市に残 された貴重な緑を保全 して

いくためには、公共用地の緑化や公園の整備のほか、民間緑地に対する公

有地化や税制の優遇、さらには土地利用の規制などが行政により行われて

きた。こうした行政が主体となった環境資産づ くりは今後も大きな役割を

担っていくと考えられる。

しかし、環境資産づ くりはしだいに行政だけが主体 となって行うことが

難しくなりつつあり、行政 と市民との協働(パ ー トナーシップ)に より進

めることが重要になってきている。例えば、廃棄物処理のシステムは、現

在でも 行政が中心となり市民にサービスを提供 しているが、適切な処理

や処分のために高度な分別が必要となるにしたがい、市民の参加や協力が

不可欠になってきている。一方で、地域における環境資産づ くりは歴史的

にはむしろ市民が主体となって進められてきた部分が大 きい。このため、

河川や里山などではこうした市民が中心となった環境資産づ くりを再生し

ようとする動きが各地にある。さらには、公園や街路などの行政により整

備された新 しい環境資産を良好に維持するために、行政に一方的に委ねる

のではなく、市民が中心となってこれを行う動 きも広がっている。自治体

のなかにはこうした市民活動の広が りを資金援助や機材の提供、広報活動

などにより積極的に支援するところもでてきている。

1.4環 境資産づくりと合意形成

こうしたなかで、環境資産づ くりの事業を効果的に進めるためには、関

係する市民との合意形成が重要な要因となっている。特に、行政が主体と

なった事業から、行政と市民とのパー トナーシップによる事業が増えつつ

あるなかでは、市民との合意形成を無視しては、事業が成 り立たなくなっ

ている。

環境資産づ くりの合意形成を考えたときに、事業の主体により合意形成
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の課題 も大 きくことなって くることが考えられる。例えば、行政と市民の

協働によって行う事業では、それぞれが期待するあるいは実際に果たして

いる役割 を明確にし、双方に望ましい関係を築いてい くことが良好な関係

を維持 していくために重要である。また、行政が中心 となって進める事業

でも、事業の初期段階では市民の理解や協力を得てい くかことが必要であ

り、事業の継続や拡大 という段階では市民の満足度などを的確に把握 し、

事業の改善を行っていくことが重要となる。

一方、市民が中心 となって行う環境資産づ くりを効果的に進めるために

は、市民同士での合意の形成と維持が重要であり、また行政の支援 もそう

した市民の合意形成に大きな影響があると考えられる。

1.5本 論の構成

環境資産づ くりにおいて、行政や市民の合意形成に関してすでに多 くの

研究がなされてきている。以下ではソフト面での環境資産づ くりの代表例

である資源ごみの分別収集 を対象 として著者が行った2つ の研究事例

(参考文献1)お よび2))を もとに、環境資産づ くりにおいて行政及び市

民それぞれの立場か らどのような合意形成に関わる課題が抽出されたのか

を新たに考察した。

これらの結果から、環境資産づ くりと合意形成に関する研究が今後はど

のように展開されてい くのか、また展開して くことが期待されるのかにつ

いて考察 した。

2.行 政 からみた合意形成の課題

2、i研 究 事例 の概 要(参 考 文 献1))

1995年6月 に制 定 され た 「容 器包装 リサ イクル法」 はプ ラスチ ックな
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どの容器包装材のリサイクルを進めることを目的としたもので、市民の分

別、市町村の分別回収、事業者自らによる再商品化という役割分担のもと

でリサイクルの推進を図るものである。

こうした自治体 と市民による協働型の資源回収は、これまで各自治体が

それぞれ独自に取 り組んできており、これらの先進事例を通 して得られた

知見は、その後に取 り組む自治体にとって大いに参考となるものである。

そこで、本研究では資源回収に先進的に取 り組んできた行政へのアンケー

ト調査及び統計調査を行い、回収効果の高い資源回収方式とそこでの問題

点を明らかすることを目的として行った。

2.2研 究 の 方 法

1)仮 説 モ デル の構 築

自治体が 資源 回収 事業 を行 うと きには、二つ の課題 が考 え られ る。 一つ

は 回収効 果の高 い回収方策 を選択 す る こ とであ り、 もう一つ は実施 の うえ

で阻害要 因 となる困難性 を克服す る こ とである。

回収方策 の選択 とは様 々な回収 方法 か ら最適 な方法 を選択 、組 み合 わせ

る ことであ る。 回収 方法 と して現在行 われ てい るのは主 と して資 源 ごみ分

別 回収 、拠 点回収 、 中 間処 理段 階で の 回収、集 団 回収 へ の 支援 、 の4つ

の方法 である。

一方
、 自治体が 回収 システム を構築 し、効果 的な回収 を行 ってい くうえ

での 困難 性を ここで は、ハ ー ドウェ ア ・ソフ トウェ ア ・ハ ー トウェア とい

う3つ の側 面 で考 え る。 ハ ー ドウ ェアの困難性 には、 集積場 所 の設置 や

回収 拠点 とな る施設 の確 保の ほか選 別 のための中間処理 施設の整備 な どが

ある。 また、 人員確保 な ど行政内部 にお ける体制づ くりや 、回収 業者の確

保 と協力 関係の構 築 、 さ らに はこれ らのための財源確 保 な どソフ トウェア

としての 困難 性が あ る。 さらに、 市民 の協 力 をいか に得 て い くか とい う問
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題が あ る。市民 の協 力 はひ と りひ と りの環境 問題 や ごみ問題 に対す る意識

が基本 であ り、 これ らがハ ー トウェアで の困難性 であ る。

2)調 査の概要

自治体による資源回収方策の実態と資源回収における困難性について把

握するため、首都圏1都3県(東 京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)の

全273市 町村に対するアンケー ト調査を行った。アンケー ト調査では最

終的に212通 の調査票を回収 し、回収率が約78%と 比較的高いものであ

ったことはこの問題に対する自治体の関心の高 さを示す もの と考えられ

る。なお、首都圏の1都3県 を対象地域 として選定 したのは、この地域

で自治体による資源回収が全国的に見ても比較的盛んであ り、産業構造な

どで も比較的似通っている地域と考えられるためである。

次に、資源回収量及び地域特性要因について把握するため、アンケー ト

調査と同じ首都圏1都3県 における全273市 町村の統計データの収集を

行った。データは資源回収量については各都県がまとめている実態調査で

アンケー ト調査の実施年度に最も近い1994年 度の値を、他の地域特性は

収集可能な統計データの中で、1994年 度と最も近い実績値を用いている。

2.3結 果 と考察

1)回 収方策の違い と回収効果 との関連

回収方策の違いと回収量との関連について最初に分析を行った。分析は

資源回収量を従属変数として、t検 定あるいはF検 定による平均値の差の

検定により行った。

この結果、分別程度では色分けなど細かい分別を行っている自治体のび

ん回収量の平均値の方が、混合分別している他の自治体よりも有意に低い

結果となっている。 また、回収品目数でも品目数が多い自治体ほど、1品
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を高めるための細かい分別や分別数の増加 により市民負担が大きくなる

と、全体での回収量は増加するが、各品目では回収量が減少 している。

一方、集団回収への支援では支援方法の組み合わせが多い自治体ほど回

収量の平均値は大 きくなる傾向があるが、資源ごみの分別回収では他の拠

点回収や中間処理施設での資源回収を組合せて行っている自治体の回収量

の平均値の方が小 さくなっている。つまり、行政による資源回収では様々

な方法の組合せよりも、分別回収の徹底の方が有効であると考えられる。

2)回 収方策 と困難性との関連

次に、資源回収における困難性 と回収効果 との関連について分析を行っ

た。この結果、困難性を感 じている自治体 と感 じていない自治体 との問で

回収量の平均値に有意な差が見られる項目は、財源確保の困難性 と回収量

確保の困難性の二つだけであった。

財源確保の困難性を感 じている自治体よりも感じていない自治体の方が

資源ごみ収集におけるびん及び缶の回収量の平均値が多 くなる傾向があ

り、分別回収の実施や選別などのための財源を十分に確保 してあることは、

施策も十分に行うことが可能であり、回収量もそれだけ増加するものと考

えられる。

次に、 どのような困難性を克服することが回収方策を実施するために必

要となるのかを探るために、回収方策と資源回収事業に対する困難性との

関連について分析を行った。分析は、X2検 定を用いた独立性の検定によ

り、2つ の要因問の関連を確認 した。

この結果、回収量と関連がみられた分別程度、回収品目数、回収方策と、

困難性 との問には関連がみ られた。例えば、資源ごみ分別回収における分

別程度では、混合分別から細分別になるほど市民協力の確保に対する困難



環境資産づ くりと合意形成に関する研究の展開185

性 を感 じていない自治体の比率は高 くなっている。また、資源ごみの回収

品目数と市民協力との間にも同様に、回収品目数が増えるほど市民協力の

確保に対する困難性を感じていない自治体の比率は高 くなっている。 これ

らのことから、市民協力の確保に対 して困難性を感じていることが多様な

品目を回収 してい くうえでの障害になっていると考えられる。

一方、集団回収の方策数を増やすことと、回収拠点の確保や用地確保の

困難性との間にも関連があることが確かめられた。とりわけ、助成金のみ

の回収支援を行っている自治体よりも、他の支援 も行っている自治体の方

が回収拠点の確保 という困難性を感 じている比率が大きくなっている。こ

れは、助成金の交付だけでなく他の集団回収に対する支援を行おうとする

と、回収拠点の確保などハー ドウェアでの困難性に直面することになると

考えられる。

2.4ま とめ

本研究では、行政が行うソフトな環境資産づ くりの一つである資源回収

システムについて、その効果的な方策を市民協力の確保や市民団体への支

援などの視点から分析 した。

分析結 果から、自治体では市民の協力が得られた、あるいは得 られやす

いと感じて、より高度な細かい分別や、より多い品目での分別回収を行っ

ている。 しかし、市民の協力がそれらに比例 して単純に増加 しているわけ

ではなく、むしろ少ない分別負担のほうが、品目ごとの一人当り回収量は

大 きくなっている。このため、市民負担が増加 した場合でも各品目の回収

量を維持あるいは増加させていくためには、これまで以上に市民の協力意

識や分別行動が必要 となることを考慮する必要がある。

また、市民団体などによる集団回収への支援は、助成金だけでなくその

他の支援 も組み合わせることでより大 きな回収量が期待される。しかし、
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これらのソフトな支援だけでなく回収拠点の確保などハー ドウェアでの困

難性を克服することが次の課題になると考えられる。

3.市 民からみた合意形成の課題

3.1研 究事例の概要(参 考文献2))

資源ごみの分別回収を実施 している自治体は年々増加 しているが、これ

らの実施にあたっては、市民の協力が得 られにくいことが政策実施上の大

きな阻害要因である。分別回収に限らず生活雑排水への配慮など都市生活

型環境問題の解決のための方策には、市民の協力が不可欠である。このた

め、行政では様々な普及啓発活動に力を入れているが、これらをより効果

的に行うために、市民の行動がどのような意識行動に基づいて行われてい

るかを明らかにすることが必要である。

そこで、本研究では資源ごみの分別回収における市民の意識と行動を明

らかにし、行政による普及啓発活動がこの意識構造にどのような影響を及

ぼしているかを把握することを目的として行った。

3.2研 究の方法

1)仮 説モデルの構築

市民の意識と行動を構造的に捉えるこれまでの環境保全行動モデルの試

みをもとに、資源 ごみ分別回収における市民の分別行動モデルを構築 し

た。

まず、分別行動は分別回収の実施を認知し、その効果などを評価したう

えで、実際の行動を行うという理性的な面と、リサイクル行動全般に対す

る態度が分別回収への協力にも影響するという感情的な面 とを仮定する。

このリサイクル行動全般に対する態度は、廃棄物問題への関心やその認知



環境資産づ くりと合意形成に関する研究の展開187

などにより決定されると考える。

次に、広報や説明会などを通じて行われる普及啓発活動は、分別行動の

認知だけでな く、その評価にも影響すると考えられる。さらには、「決め

られたことだから守る」 といったかたちで、分別行動を外部から直接規定

する要因としても働 くと考えた。

2)調 査対象の選定

調査対象地域 として、資源ごみの分別回収が一部地区で行われているた

めに、個人属性が似通っていて比較分析が可能な分別回収の実施地区と非

実施地区とが隣接 して選定できる東京都目黒区を選定 した。

次に、区内の8つ の実施地区から人口動態が比較的安定 した持ち家比率

が高い住宅地で調査対象者が十分に確保できることなどを考慮して調査対

象地区を選定 した。この地区では、 目黒区によるびん ・アルミ缶の分別回

収が実施されている一方で、この分別回収が実施されていない隣接地区で

は、市民団体による集団回収が行われ、目黒区ではこれらの市民団体に助

成金のほか、用具支給などの支援を行っている。

3)調 査の概要

先に構築 した分別行動モデルにしたがい、合計49項 目にわたる調査票

を作成した。この調査票を用いて調査対象地区の一戸建て世帯全てを対象

として、訪問留置調査法によるアンケー ト調査を行った。回収率は、実施

地区、非実施地区とも60%前 後であった。

3.3結 果と考察

1)分 別行動の意思決定過程の分析

分別行動モデルを検証するため、X2検 定を用いた要因間の独立性の検
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定を行った。

この結果、分別行動モデルで考えた分別回収の認知、分別回収の評価、

分別行動の実施との間には統計的に有意な関連は見られなかった、ただし、

分別回収を積極的に評価 しているほど、分別行動をいつも行っているとい

う傾向はある程度認められた。

一方、仮説モデルでは想定 していなかったが廃棄物問題を認知 している

人ほど分別行動をいつも行っているとする傾向が、統計的に有意な関連と

して認められた。また、モデルで想定したようにこの廃棄物の認知は、廃

棄物問題への関心 とも関連が見られた。

さらに、分別行動の外部から規定する要因として、「近所から何か言わ

れるから行う」 という理由に肯定的な人ほど、実際の分別行動 も大体行っ

ている程度であるという関連がみられた。

2)意 思決定過程 に影響を及ぼす要因の分析

分別回収にともなう普及啓発活動として行われた町会、広報、説明会の

ほかマスコミやロコミ(知 人の話)と いった情報源に対する評価と、意思

決定要因との関連について調べた。その結果、広報に対 して肯定的な評価

をしている人ほど、分別回収に対 しても肯定的な評価を行っているという

関連がみられた。また、広報に対 して肯定的評価をしている人ほど、廃棄

物問題を認知している人が多いという関連 もみられた、さらに、マスコミ

に対して肯定的評価をしている人ほど、廃棄物問題への関心 も高いという

関連が見られた。

次に、分別回収の実施地区と非実施地区とで、情報源に対する評価に差

異があるかを調べた。この結果、広報 と町会による情報提供についてはい

ずれも、分別回収の実施地区の方がこれらに肯定的な評価をする人が統計

的に有意に多 く、普及啓発活動においてこれらの情報源が重要な役割を果
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た してい る ことが確 認 された。

3.4ま とめ

以上の分析から、資源ごみ分別回収において分別行動を行っている人に

は、廃棄物問題への関心が高 く、廃棄物問題の認知 も高い自発的参加者 と、

分けないと近所から何か言われるから行っているという他動的参加者の2

つの行動形態が想定できる。また、両者の分別行動には差異が見られ、自

発的参加者の方が分別をいつ も行っていると考えられる。

また、自発的参加者はマスコミや広報にも積極的にアクセス して、その

自発性を高めることになっていると考えられるが、他動的参加者は、広報

やマスコミへの積極的なアクセスが少なく、行動を自発的なものに変化さ

せる機会が少ないと考えられる。

これらのことから、行政による広報や町会を通 じた普及啓発活動は、廃

棄物問題の現状などについても情報提供することでさらに大 きな効果があ

ると考えられる一方で、これらのメディア以外による普及啓発活動を今後

は模索 していくことが必要だと考えられる。

4.環 境資産づ くりと合意形成における研究の展開

環境 資 産づ くりと合意形成 に関す る課 題 は、環境 資産づ く りの主体 が 行

政 であ るのか、市 民 であ るのか、 さ らにはその協働 に よるのか に よって大

き く異 なる ことが、 これ らの研究事例 か ら明 らかであ る。 この ため、 この

分 野 にお ける研 究 は、 まず、環境資 産づ くりの主体 が その地域 にお ける市

民社 会の進展 に よって大 き く変化 してい る ことを十分 に踏 まえる こ とが重

要 となる。

これ までの 日本で は、 「公共」 部 門 は行 政 が担 うこ とが多 く、 そ れが 当
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然のこととして受け入れられてきた。 このため、多 くの環境資産づ くりも

行政が中心となって行ってきている。 しかし、市民社会が成熟 し、多 くの

市民団体やNPO団 体が設立され、市民による環境保全活動が活発化する

なかで、「公共」部門の担い手は行政だけではな く、行政 と市民 との協働

や、市民が中心 となって行うべ きとする考え方 も広まっている。実際に

「公共」部門の役割を担う市民や市民団体の活動が確実に増えてきている。

そのうえで、まず行政による環境資産づ くりの合意形成においては、研

究事例からも事業に対する市民の理解や協力が不可欠であることが明らか

である。このため、 どのようにしてこうした市民の理解や協力という社会

的受容性は把握 し、環境資産づ くりの計画づ くりに反映させるのかが重要

である。また、社会的受容性がどのような要因により変化するかを明らか

にすることで、普及啓発活動や環境教育に活かしてい くことも必要となる。

さらに、事業の実施後にはその効果を市民の視点から把握することと、そ

の効果をいかにすれば高めることができるのかを明らかにすることなどが

大 きな課題である。これらのためには、先進的な取 り組みに対する事例研

究やそれらを一般化 した方法論の開発などが今後の研究課題の一つであ

る。

特に、現在の日本では自治体における政策評価の導入が進んでいるが、

その評価の目的が行政のスリム化や財政健全化に偏重し、効率性の観点か

らの評価が中心 となっている。本来の政策評価の目的は、顧客である市民

の満足度をいかに効果的に高めるかであ り、こうした有効性の観点からの

評価が求められる。 しかし、いかにして市民の満足度を把握 し、どのよう

に評価に反映させるかについては、その方法論や技術的にも多 くの問題が

残されてお り、今後の重要な研究課題である。

次に、行政 と市民の協働による環境資産づ くりにおいては、行政 と市民

との合意形成が最 も大きな課題である。
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これまでの経験か ら、行政と市民の協働が行 き詰ることの大 きな要因に

なるのが、それぞれが担うことのできる、あるいは相手に期待する役割の

食い違いにあると考えられる。こうしたことから、最近では行政と市民と

の協働において 「パー トナーシップ協定」などのかたちで互いの役割と責

務を明記するところも増えている。

今後の研究課題として、それぞれの分野や手段により、また参加する市

民にもよって異なるこの役割分担が、どのような場合に効果的に機能する

のかを実証的に明らかにすることが重要となる。特に、これまでの行政が

中心となって行ってきた環境資産づ くりの分野で市民と協働 してい くこと

と、市民 を中心 とした環境資産づ くりに行政が協働 してい くこととでは・

同じ協働 という枠組みで捉えることが難 しくなっている。例えば、研究事

例で紹介 したような行政の分別回収によるリサイクル事業 と市民の自発的

な集団回収によるリサイクル事業とでは、合意形成の課題は大 きく異なっ

ている。この違いについては、十分に考慮する必要がある。

最後に、行政が支援 し、市民が主体 となった環境資産づ くりが今後の日

本社会において重要になると考えられ、この分野における合意形成の研究

が必要 とされる。例えば、市民による自発的な活動をいかに継続 し、さら

には発展させていけるのかを明らかにすること、またそれを効果的に進め

るための行政支援のあ り方などを検討することである。

この場合にも市民による環境資産づ くりが 目指す方向により、今後の合

意形成研究の課題 も異なって くる。市民による活動が 目指 している方向の

一つは、より多くの市民や市民団体との合意を形成し、活動への参加者を

維持あるいは拡大しなが ら事業を継続 ・発展させてい くことである。この

ときの合意形成の課題となるのが、年齢や職業 さらには環境への価値観 も

異なる人々が、目的を共有化したネットワークをいかに形成するかである。

様々な市民活動が活性化 してくるなかで、これらの活動団体が連携 してよ
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り効果的な事業を展開しようとする試みは各地でなされているが、その多

くは必ず しも成功 していない。また、町内会などの既存のコミュニティを

基盤とする市民活動 と、環境への関心や意識を共有する新 しいコミュニテ

ィによる市民活動とが二極分化する傾向もあ り、これらを有機的に結びつ

けて、市民が主体となった地域の環境資産づ くりを、いかにして効果的に

展開できるのかは今後の大きな研究課題でもある。

一方で、市民による環境資産づ くりでは、より多 くの市民の参加よりも、

事業化を目指 したいわゆる 「コミュニティビジネス」を志向する市民団体

も増えてきている。自発的な市民の活動をビジネスとして成立する活動に

まで発展させる方法論や、そのために参加者の合意をどのように形成して

いくかは、これまでの行政による環境資産づくりの視点 とはまったく異な

るものであ り、今後の大きな研究分野である。

例えば、事業化の初期段階では行政の支援は不可欠であ り、その重要性

を明らかにすることや、市民による環境資産づ くりの多面的な機能を評価

することなどが求め られている。

市民の自発的な環境資産づ くりが事業化され、ビジネスとして継続され

ていくことは、地域の環境資産を豊かにする効果だけでなく、行政への一

方的な依存体質か らの脱却や行政 と市民 との信頼関係の醸成など、いわゆ

る社会関係資本(ソ ーシャルキャピタル)と 呼ばれる側面への間接的な効

果が期待される。社会関係資本の豊かさは前述の市民による環境資産づ く

りにおける参加者の拡大的な発展や、 さらには、行政と市民との協働によ

る環境資産づ くりでも重要な要因になると考えられる。

しかし、この社会関係資本をいかにして把握 し、市民による環境資産づ

くりの活動がその豊かさに与える影響などについてはこれまでほとんど研

究がなされていない。この分野において、今後の最も重要な研究課題の一

つとなるであろう。
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